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競争的支援事業の申請書作成のポイント

2015年2月25日

１．公的支援事業の目的

２．問題意識の明確化

３．公的支援事業の申請にあたって

４．まとめ

支援事業の目的を理解する。「ロボット革命」の目指すもの

取り組むテーマと市場（研究）の動向を調査する。

応募内容から支援事業の選択を行う。

申請書の「概要（背景と目的）」を記入する。

課題解決の共同開発者の役割を明確にする。

事業内容の目標と到達点及び課題の明確化。

実施計画（工程表、評価表、予算書）作成。
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「日本再興戦略」のロボット新戦略
により産学官の「ロボット革命イニ
シアティブ協議会」を設立、2020年
までの5年間に政策的呼び水として
資源を投入する。

社会政策課題
①国内少子高齢化に伴う

生産年齢人口の減少
②新ロボット産業創造

「培ったロボット技術力」
を活かし、世界に先駆け
てロボット産業革命を興

す。「ロボット産業革命」
とは製造現場から日常
生活の様々な場面での
ロボット化を実現する。



「ロボット革命」の目指すもの

2015年1月20日

ロボット新戦略のコア技術
①自律化：AI（人工知能）の学習機能と、データ駆動による自律行動
②情報端末化：モバイル通信技術や高速通信インフラの高度化

③ネットワーク化：データ蓄積・活用、コンピューター統合システム

2020年までのロードマップ

・ものづくり分野

・インフラ・災害
対応建設分野

・農林水産・食品
産業分野

・サービス分野

・介護・医療分野

５分野の特定

戦
略
目
標
を
設
定

5年間の行動計画策定

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

ものづくり

サービス

介護・医療

インフラ・建設

農林・水産・
食品

ロボットオリン
ピック開催企
画

ロボットオリン
ピックのプレ
大会開催

ロボットオリン
ピック開催

日本再興戦略ロボット新戦略



ロボット開発支援事業の特徴

2015年2月25日

ロボット産業の競争的支援事業は政策誘導的な側面が強いため、
応募テーマのそれぞれの分野における戦略目標を確認する。

５分野における戦略的目標

ものづくり
分野

段取り・組み立てプロセスなどシステムインテグレーターを活用して様々な分野のロボット
導入を支援する。市場規模1.2兆円（2倍）
労働生産性向上２％以上

サービス
分野

物流、飲食・宿泊業の裏方作業などシステムインテグレーターを活用して様々な分野のロ
ボット導入を支援する。
サービスロボットのベストプラクティス100例を選定・公表する

介護・医療
分野

ロボット介護機器開発（ベット等移し替え、歩行支援、排せつ支援、認知症の見守り、入浴
支援等）介護者の腰痛リスク”０”を目指す。介護保険適用種目追加の要望受付・検討弾

力運営、地域医療介護総合確保基金による職場環境構築支援、医療機器の審査の迅速
化、実用化事例を100件以上

インフラ・災
害対応・建

設分野

現場ニーズに沿った技術開発、国の「モデル事業」の実施、計画配備。インフラ維持管理
のロボット開発（インフラの重要施設の20％に老朽化対応ロボット等活用）。情報化施工
技術の普及率３割を目指す。

農林・水
産・食品分

野

農林業機械の開発（夜間運転・複数自動運転、自動走行トラクター、自動搾乳・給餌等、
人手による収穫物の積おろし、除草、植林・育林）、漁業のロボット開発（養殖網・船底洗
浄等）、食品分野（弁当盛り付け、省力化ロボット等）2020年までに20機種以上現場実装。

日本再興戦略ロボット新戦略参考



２．問題意識の明確化

2015年1月20日

日常の漠然とした問題意識（課題・ニーズ）

問題意識に関連する市場（先行研究）の調査
・市場規模、先行市場の企業、商品（サービス）、特徴
・先行研究内容（論文、特許、雑誌、講演会、研究者）

問題意識に対する自社の実態把握
・経営基盤、人材、体制
・技術基盤、研究・開発体制

問題意識を具体的にテーマに置き換えてみる
・経営戦略として人、もの、金をどのように集中するか
・具体的なテーマによって技術基盤が確立するか

明確な問題意識として支援事業のテーマとする



３．公的支援事業の申請にあたって
提案公募型技術開発事業の予備知識

7

提案公募型技術開発事業を活用した事業化展開のモデル例

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）
提案の際には、研究体に参画する全ての研究実施者（管理法人を含む。）について、事前に「ｅ－Rad（府

省共通研究開発管理システム）」への「研究機関の登録」「研究者の登録」が必要となります（各事業の公募
要領等にて確認）。登録方法については、ｅ－Ｒａｄポータルサイト【http://www.e-rad.go.jp】を参照ください。
登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって事前登録手続きを行ってください。

基礎研究
（技術シーズの研究）

応用研究
（技術シーズを実用化に結びつ

ける研究）

実用化開発
（評価・実証、量産化技術開発

等）

事業化開発 販路開拓

・提案公募型技術開発事業の活用 ・政府系金融機関からの
融資制度等金融支援
・特許料の減免制度
・試験研究促進税制
・中小企業投資促進税制

・展示会、発表会等への
出展
・支援機関等による販
路開拓アドバイス
・新連携、地域資源、農
商工連携（新事業活動
促進支援事業）

・共同研究体制の構築、研究開発計画の策定
・プロジェクト化に向けた相談窓口の活用
・研究シーズの探索（中部の技術シーズ、大学が
主催するテクノフェアなど）



公的支援事業の申請にあたって
技術開発事業化モデルと経営モデルの予備知識

8

提案公募型技術開発事業の
事業化展開のモデル例

基礎研究
（技術シーズの研究）

応用研究
（技術シーズを実用化に

結びつける研究）

実用化開発
（評価・実証、量産化技術開発等）

事業化開発
（生産ライン設計・投資等）

販路開拓
（販売チャネル、販売方法、
販売マーケテイングIT等）

理念

ビジョン

戦略

戦術

販売・生産行動計画

事業化の経営管理モデル例



A-STEP  本格研究

実用化挑戦タイプ
（委託開発）

20億円（7年）（企・学の連名）

A-STEP  FS

シーズ顕在化タイプ
8百万円（1年）（企・学の連名）

A-STEP FS

探索タイプ
1.7百万円（1年）

戦略的創造研究推進事業

CREST
Ⅰ：1.5-3億円（5年）
Ⅱ：3-5億円（5年）

基盤研究
(S)5千万-2億円(5年)

(A)2千-5千万円(3-5年)
(B)5百-2千万円(3-5年)

(C)5百万円(3-5年)

特別推進研究
5億円（3-5年）

特定領域研究
2千万円‐6億円/年

（3-6年）

挑戦的萌芽研究
5百万円（1-3年）

若手研究
（S) 3千万-1億円(5年)(公募

なし)
(A)5百-3千万円（2-4年）

(B)5百万円(2-4年)
（ｽﾀｰﾄ支援）150万円（1-2年）

戦略的情報通信研究開発

（SCOPE）
ICTイノベーション創出型 2千万円/年(-3年)
若手ICT研究者育成型（フェーズ I,II)最大1千

万円/年(3年)
地域ICT振興型 1千万円/年(-2年) 科 科研費

ＪＳＴ N ＮＥＤＯ

総 総務省

厚 厚労省農 農水省

国 国交省 環 環境省J

競争的研究開発助成資金マップ

基礎研究 応用研究 応用開発 実用化開発

1000万円

1億円

5億円

内 内閣府経 経産省

新エネルギーベンチャー技術革新事業
フェーズA:1千万円（1年） フェーズB:5千万円/年（1年）

フェーズC:5千万円/年(2/3分のみ助成) （1年）

戦略的省エネル
ギー革新技術開発
1千万-1億円程度/年

（研究フェーズにより異なる）

科１

科２

科３

科４

科５

J６

J６

J１

研究成果展開事業

戦略的イノベーション
創出推進

1億円/年(10年)

J12

J11

研究成果展開事業 先端計測分析技術・機器開発
H24年度は「グリーンイノベーション領域」及び「領域非特定型」 募集

J４

新たな農林水産政策を推進

する実用技術開発事業
1千-5千万円/年(3年)農１

総１

消防防災科学技術研究推進制度
上限2600万円/年(1-3年),総３

食品健康影響評価技術
1.5千万円/年(2年以内)内１

環境研究総合
推進費

最大3億円 (5年)

環１

N６

N５

運輸分野における
基礎的研究推進
4.5千-5.5千万円(3年)

24年度公募なし

Ｒ１

建設技術研究開発助成
3.5千万円(3年)国１

戦略的基盤技術
高度化支援事業

4.5千万円(3年)
(契約年数により額が変更）

経３

イノベーション創出
基礎的研究推進事業

最大6千万円/年(最大5年)

生１

地球温暖化対策
技術開発事業

数千万-数億円/年(3年)

環３

戦略的創造研究推進事業

さきがけ
通常:4千万円以下（3年）

大挑戦: 制限なし

J２

A-STEP 本格研究
若手起業家タイプ
4.5千万円(3年)

J７

新学術領域研究
1千万円-3億円/年（5
年）1千万/年（3年）

科６

厚生労働
科学研究費補助金
1千万円-1億/年(1-3年)

厚１

A-STEP  本格研究

起業挑戦タイプ
1.5億円（3年）

（学・起業家の連名）
J８

A-STEP  本格研究

シーズ育成タイプ
2億円（4年）（マッチングファンド）

（学・企の連名）

J10

A-STEP  本格研究

ハイリスク挑戦
6千万円(2年)
（企・学連名）

J９

A-STEP  本格研究

実用化挑戦タイプ
（創薬開発）

10億円（5年）（企・学の連名）

J11

A-STEP  本格研究

実用化挑戦タイプ
（中小・ベンチャー開発）
3億円（5年）（企・学の連名）

J11

戦略的創造研究推進事業

ERATO
最大12億円程度（5年）

J３

研究成果展開事業
産学共創基礎基盤研究

最大3千万円/年（2-3年(本年度は
復興支援プログラムとして公募)）

J13

先端的低炭素化技
術開発事業（ＡＬＣＡ)

1千万-1億円/年（2-5年）

J14

課題解決型医療機器
の開発・改良に向けた病院・

企業間の連携支援事業
１億円程度(1年)

（中小・医療機関の連名）

経４

R ＪＲＴＴ

生 生研センター公募なし

道路政策の質の向上に
資する技術研究開発

～5,000万円/年(1～3年)
（ＦＳは～1,000万円：単年度）

国2

戦略的創造研究推進事業

社会技術研究開発
Ⅰ：最大１千万円
Ⅱ：最大3千万円
（ Ⅰ～ Ⅱ： ３年）

J15

農林水産業ロボット技術開

発実証事業（研究開発）
1億円以内/年(１年)農２

医工連携事業化推進事業
4千万円～8千万円(3年)

(事業分類で額が異なる）経4

福祉用具・介護ロボット
実用化支援

1千万円-1億/年(1-3年)
厚２

総4

農林水産業におけるロボット

導入実証事業
(事業内容未確定)

農３

次世代社会インフラ用ロボット
開発・導入の推進
(事業内容未確定)

国３

ロボット導入実証事業
(事業内容未確定）経５

ものづくり・商業・サービス
革新事業

500万円～１千万円(１年)
(事業分類で額が異なる）

経６

N６次世代医療・介護・健康ICT
基盤高度化事業
(事業内容未確定),

総４

中堅・中小企業への橋
渡し研究開発促進事業

上限1億円/年
（研究フェーズにより異なる）

N６

N５

次世代ロボット中核技術開発
（事業内容未確定））N７



2015年1月20日

応募内容から支援事業の選択

支援事業名 事業主体 応募要件 研究・開発フェーズ 難易度

新あいち創造
研究開発補助
金

愛知県 【補助金限度額】：中小企業及び市町村連携（実証
実験のみ）は１億円以下、大企業は２億円以下
【補助率】：中小企業は２/３、
大企業、市町村連携（実証実験のみ）は１/２
【事業期間】：1年間（最大２年間）

「次世代成長８分野」の県内事業所

【研究開発】：①外部機関との連携、②航空宇宙産
業クラスター形成特区の事業③シンクロトロン光
センター利用④中堅・中小企業の連携事業

【実証実験】：①次世代成長８分野の技術の高度
化または製品化研究、市町村と連携して実証実験
②次世代成長８分野の技術の高度化または実用
化の実証実験、③航空宇宙産業クラスター形成特
区の実証試験、④産産連携の実証実験

「次世代成長８分野」
【研究開発】

①大学や研究機関と連携、
研究要素が高い応用研究
②製品化前の応用開発
③材料評価の基礎研究

④中小企業連携の製品化
開発
【実証実験】

①製品化前の応用研究、
市町村連携は応用開発
②製品化前の応用開発
③製品化開発
④製品化開発

【研究開発】
①★★★
②★★
③★★★★
④★

【実証実験】
①★★★

（実証）★★
②★★
③★★
④★

中小企業・小
規模事業者も
のづくり・商
業・サービス革
新事業

全国中央
会
（経済産業省）

中小企業者小規模事業者が申請（＋認定機関）
「ものづくり分野」【補助金限度額】

①成長３分野型（試作開発＋設備投資）（設備投
資のみ）：1500万円、期間1年間２/３補助

②一般型（試作開発＋設備投資）（設備投資の
み） ：1000万円、期間1年間２/３補助
③小規模事業者型（試作開発のみ）：700万円、
1年間２/３補助
「革新的サービス」
【補助金限度額】：1000万円、期間1年間２/３補助

「ものづくり分野」

①【成長３分野型】：「環境・
エネルギー」、「健康・医療」、
「航空・宇宙」
②【一般型】：「１２業種」

③小規模事業者型「１２業
種」
「革新的サービス」

革新的な技術・サービスの
課題解決と競争力向上

「ものづくり」
①★★★★
②★★★
③★★

「革新サービ
ス」
★★



2015年1月20日

応募内容から支援事業の選択

支援事業名 事業主体 応募要件 研究・開発フェーズ 難易度

戦略的基盤技
術高度化支援
事業

（サポートイン
ダストリー）

経済産業
省

中小企業モノづくり法に則り「中小企業の11業種
の指針に基づく技術基盤高度化」
ｅ‐ｒａｄ（府省共通管理システム）の認定が必要

管理法人が必要で、現在認定機関が極端に少な
い。（いい加減な内容だと受け付けてくれない）
【補助金限度額】：7,000万円以下（1年目4500万円、
2年目2500万円）
【補助率】：２/３
【事業期間】：２年間（最大３年間）

【研究開発】

大学や研究機関のシーズ
があり、その研究成果と連
携した事業化であること
（応用研究・開発）

【研究開発】
★★★★

研究成果最適
展開プログラ
ム（Ａ－ｓｔｅｐ）

科学技術
振興機構
（ＪＳＴ）

重点5分野について、研究成果展開３段階９タイプ
の事業
フィージビリティースタディ（ＦＳ）
①シーズ顕在化：800万円、期間1年間委託
②産業基盤創生：2500万円、期間2～5年委託
③戦略テーマ重点：5000万円、期間6年間委託
本格研究開発
④ハイリスク挑戦：6000万円、期間3年間２/３補助
⑤シーズ育成：2億円、期間3～4年間１/２補助
実用化挑戦
⑥中小・ベンチャー開発：3億円5年間売上率納付
⑦創薬開発：10億円5～10年間売上率納付
⑧委託開発：15億円5～10年間売上げ相応納付

①研究者と企業の幅広な
応用基礎研究

②研究者が設定テーマの
産業基礎研究

③研究者と企業の設定
テーマ応用基礎研究

④研究者と企業の幅広な
応用基礎開発

⑤研究者と企業の幅広な
応用開発
⑥ベンチャー事業化開発
⑦創薬企業の事業化開発
⑧企業の事業化開発

①★★★

②★★★

③★★★

④★★★★

⑤★★★★

⑥★★★★
⑦★★★★
⑧★★★★



助成事業の申請書の書き方①

① 農林水産業・食品産業の現場のニーズ

簡潔に記載して下さい。
① 研究計画の内容 【概要】 （100～120字程度）

簡潔に記載して下さい。

③ 研究計画の達成目標

簡潔に記載して下さい。

概要 研究開発の背景と目的を記入する。

ポイント

文字数が制限されているため、制限内で内容を分かりやすく簡潔に記入
する。

・事業の要項を的確に読み取り、沿った内容とする。
・課題（ニーズ）を簡潔に記入する。
・課題（ニーズ）に対する先行市場（先行研究）の調査結果を記入する。
・課題（ニーズ）に取り組む、自社の優位性（市場と研究体制）を記入

する。
・どの様に事業を実現するかを明確にする。
注：ロボット開発の場合、既存の事業の生産性・安全性の向上を目的と

するが、システムエンジニアリング専門企業との連携が必須となる。
【課題解決】に相応しい専門知識（技術）を保有した共同研究企業の
選択が最も重要となる。



ロ
ボ
ッ
ト
の
評
価
実
証

統
合
・
最
適
化
す
る

要
素
技
術
を

ロボット開発の申請にあたって
システムエンジニアリングと共同研究企業の参加
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ロボット開発の事業化展開のモデル例

既存の要素技術Ⅰ
＋

既存の要素技術Ⅱ
＋

既存の要素技術Ⅲ
＋

既存の要素技術Ⅳ
＋

既存の要素技術Ⅴ

ロボット開発テーマ

現場ニーズ実態把握
（労働生産性・安全性他）

要素技術Ⅰの企業
＋

要素技術Ⅱの企業
＋

要素技術Ⅲの企業
＋

要素技術Ⅳの企業
＋

要素技術Ⅴの企業

ロボット開発体制

要素技術の役割分担
（現場ニーズの共通認識）

公的支援事業の申請範囲



助成事業の申請書の書き方②

目標設定 研究開発の達成目標と到達点を明確にする。

ポイント

事業の内容が基礎研究～事業化開発のどこを期間内に達成するかを明確
にする。

・選択した事業が研究開発のどこを要求しているか改めて、要項を読み
取り確認する。

・応用基礎または事業化開発の場合は、ベースとしてのシーズが必要
（写真や図で分かり易くする）
・シーズをどのように事業の新規性、独創性に結びつけるか明確にする。
・目標はできるだけ定量化した数値で設定する。
・基礎研究や応用研究であっても、目標を明確に記入する。
・事業期間を念頭に置き、あまり無理な目標を設定しない。
・要素技術ごとに目標を設定する。



助成事業の申請書の書き方③

課題抽出 事業実現の活動目標

ポイント
事業目標達成のために、何を解決する必要があるかを項目立てをする。

・課題となる項目を箇条書きにして、その内容を分かり易く記入する。
（できる限り図で分かり易くする。）
注：課題となる項目名はすべて統一する。



課題解決
活動

全体の実施計画

ポイント
実施計画は項目立てした課題を５W1Hの手法で作成する。
・項目ごとに実施内容を箇条書きにし、誰が、何を、何処で、いつまで

に、なぜ、どのようにして課題解決するかを記入する。
・項目ごとの実施計画表で全体が分かる工程表を作成する。

助成事業の申請書の書き方④

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
A.
B.
C
D
A.
B.
C
D
A.
B.
C
D
A.
B.
C
D

Ⅰ

要
素
技
術

Ⅱ

要
素
技
術

Ⅲ

要
素
技
術

Ⅳ

評
価
実
証

試
験

要素技術
細項目
A～D

工程
目標値

実施
担当者

摘要



助成事業の申請書の書き方⑤

評価 開発課題ごとの評価表（マネジメントツール）の作成

ポイント
実施計画に沿って活動が期間内に実施できるマネジメントを明確にする。
・実施項目ごとに細分化した活動と評価方法を設定する。
（参考：事業実施の細分した活動を定義し、評価が分かる評価表を作成する）

評価（1） 評価（2） 評価（3） 評価（4） 評価（5）
A.
B.
C
D
A.
B.
C
D
A.
B.
C
D
A.
B.
C
D

評
価
シ

ス
テ
ム

評価
前⇒後

要素技術
細項目
A～D

サンプル数（n=５）
比較分析目標値

仮
題

【
歩
行
支
援
ロ
ボ

ッ
ト
の
開
発

】

画
像
処
理

ロ
ボ

ッ
ト

シ
ス
テ
ム

リ
ハ
ビ
リ

機
構



助成事業の申請書の書き方⑥

知財管理 知財の取り扱いについて明確にする。

ポイント
申請内容の知財の取り扱い規定に従って、事前に参加者に確認をする。

・参加者の保有するシーズ（知的財産）の活用について許諾契約を締結
する。

・共同研究（開発）によって得られる知的財産の取り扱いについて、
誰が権利者になるか参加者の同意を得ておく。



助成事業の申請書の書き方⑦

費用 研究開発の費用

ポイント

助成事業の要項に費用の対象が明記されているため、それに沿って予算
の計画を立てる。
・購入品の価格が客観性のあることを示す資料を添付する。
・助成の対象となる費用について、不明な点は公募機関に確認する。

【事業実施にあたって】
・活動した場合は必ず証拠書類を残し、特に人件費については業務報告

書を毎日記録する。
（記録係を設定し、仕訳表を作成して時系列で分かる管理表にする）

・定期的な打ち合わせを行い、事業の進捗と併せて費用の確認をする。



４．まとめ

2015年2月20日

公
的
支
援
事
業
の
申
請
者
の
意
図

公
募
支
援
事
業
に
応
募

★申請者の問題意識を明確にする。

★応募内容から支援事業の選択を行う。

★支援事業の目的（要項）を精査する。

★応募内容の市場・研究の調査をする。

★申請テーマと課題を明確にする。

★申請内容の目標と到達点の明確化。

市場（研究）のベンチマーク

課題解決の申請書を作成

研究開発体制と役割分担
（事業実現性の担保）

★技術課題ごとの解決策とロードマップ。
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生研センター② 民間実用化研究促進事業

問い合わせ先：
生研センター 技術開発部民間研究促進第１課
ＴＥＬ：０３－３４５９－６５６５ E-mail：minkanken1@ml.affrc.go.jp

提案の主な条件（「提案者の要件」をすべて満たす民間の登記法人１社が提案）

【対象となる試験研究】

○成果を活用した事業化が確実に見込まれること

○市場性を勘案した具体的な事業化計画（売上納付計画含）であること

○生研センターへの納付総額／委託費総額≧200%が見込まれること

○試験研究の成果の公開が可能であること

○公的資金による助成の重複がないこと

○試験研究資金が過度に集中していないこと など

農山漁村の６次産業化に資することを目的とした実用化段階の研究
（現場への移行が可能な段階の技術開発及び実証試験に限定）

「６次産業化」とは、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用して、一次産業としての農林漁業と、二次産業
としての製造業、三次産業としての小売業等の事業との融合を図る取組であって、農山漁村の活性化に寄与するもの。

生研センター

大学・公設試 他の民間法人
民間法人

売上納付成果・特許権
（バイ・ドール）

再委託
◆２千万円～５億円／課題・年

◆原則７年以内

委託

再委託

【提案者の要件】

○自社で試験研究を主導して実施していること

○試験研究費の適正な処理・管理体制が整備されていること

○事業化に必要な知財権を有していること

○知財の適正な管理・運用等を行う体制が整備されていること

○３期連続して債務超過になっていないこと

○事業化に必要な資金の確保・調達が可能なこと など


